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研究要旨 

補装具費支給制度は昭和 25年に施行され、わが国の福祉機器の給付制度の根幹をなす制度

として運用されている。しかし、市区町村の担当者における補装具に関する専門知識の不足の

問題や更生相談所における判定の地域間格差等の問題が指摘されている。これらの課題の解決

策として、補装具費支給申請手続きや補装具の判定に関する情報の集約及び蓄積が挙げられて

いる。また、このような状況の中、当センターの役割として、補装具費支給申請手続きや福祉

機器に関する情報提供を視野に入れた全国の中核的な存在が期待されているところである。 

以上のような背景を踏まえ、地域間における補装具費支給サービスの格差を解消することを目

的とした支援の仕組みの構築や補装具費支給制度の申請手続きや補装具の判定・適合における

課題抽出の仕組みの構築に利活用できる配布用補装具費支給情報管理データベースの構築を行

い、実証実験等を通し、データベースシステムの運用課題等について整理した。 

 
A．研究目的 

補装具費支給制度は、昭和 25 年に施行され、それ

以来長年に渡り、わが国の福祉機器の給付制度の根

幹をなす制度として運用されている。この間、障害

者支援施策の変革に伴い、見直しが行われ、自立支

援法施行からは、市区町村にその権限が委ねられ、

利用者の生活により密着したサービスの提供が行わ

れるに至っている。 

しかし市区町村の担当者における補装具費支給申

請手続きや福祉機器に関する専門知識の不足の問題

や、県単位で設置されている更生相談所の判定にお

いても、地域による格差等の問題が指摘されている。

これらの課題は、これまでに当センターにおいて実

施してきた調査研究からも、明らかになっており、

その解決策として、補装具費支給申請手続きや補装

具の判定に関する情報の集約及び蓄積が挙げられて



 

いる。また、このような状況の中、当センターの役

割として、補装具費支給申請手続きや福祉機器に関

する情報提供を視野に入れた全国の中核的な存在が

期待されているところである。 

以上のような背景を踏まえ、地域間における補装

具費支給サービスの格差を解消することを目的とし

た支援の仕組みの構築や補装具費支給制度の申請手

続きや補装具の判定・適合における課題抽出の仕組

みの構築に利活用できる補装具費支給情報管理デー

タベースの構築を行った。  

 

B．研究方法 

B-1．平成 26 年度調査研究  

平成 26年度は、補装具の適合・判定に係る情報を

収集・蓄積・共有するシステムのモデル的な構築を

行うことを目的とする。 

システム化に向けて、障害者更生相談所で保管し

ている補装具の適合・判定に係る各種帳票を収集し、

それらの標準化の検討を行うとともに、更生相談所

の現場職員に対するヒアリングを通じ、補装具の適

合・判定に係る情報の利活用ニーズの整理を行い、

各種帳票の電子データを蓄積するデータベースの構

築を行う。 

構築したデータベースに対して、数値解析ツール

やインターフェースシステムを通じてデータ操作が

可能となるようデータベースシステムの構築を行う。 

 

B-2．平成 27 年度調査研究 

平成 27年度は、申請受付、判定依頼、補装具の適

合・判定など補装具費支給手続きの業務に係る情報

を収集・蓄積・共有するシステムのモデル的な構築

および実用化に向けた課題抽出を支援することを目

的とする。 

システムをモデル的に構築するため、市区町村及

び更生相談所で行われる補装具費支給業務について、

申請受付業務および判定業務で作成する帳票を管理

する機能、補装具費支給業務で必要な情報を提供す

る機能、専門的知識を習得する研修機能の３機能を

備えたシステムプロトタイプの構築を行う。また構

築したシステムプロトタイプを用い、クラウド環境

を想定した運用フローの構築を行い、運用フローの

試行を行う。 

構築したシステムプロトタイプを市区町村及び更

生相談所の業務担当者に操作してもらい、システム

プロトタイプのユーザビリティやデータベースの実

用化に向けた課題抽出を目的として実証実験を行う。 

実証実験実施後、市区町村及び更生相談所の業務

担当者にヒアリングを実施し、システムプロトタイ

プの評価とデータベースの実用化に向けて検討が必

要な課題について整理を行う。 

症例内容や生活環境等から選択される傾向のある

補装具の型式及び使用部品の組み合わせである補装

具の標準的な構成について、標準的な構成を作成す

るために必要な基礎情報や標準的な構成を提示する

内容などの検討を行う。 

 

B-3．平成 28 年度調査研究 

平成 28年度は、補装具費支給業務（申請受付、判

定依頼、補装具の適合・判定、支給決定等）に関係

する情報を収集・蓄積・共有するデータベースシス

テムのモデル的な構築及び構築したデータベースシ

ステムを基盤とした将来の次期データベースシステ

ムの導入など実用化に向けた問題点及び課題抽出を

支援することを目的とする。 

システムプロトタイプの高度化では、データベー

スシステムのモデル的な構築のため、昨年度事業で

構築した市区町村及び更生相談所で行われる補装具

費支給業務を支援するシステムプロトタイプの備え

る、補装具費支給情報管理機能、補装具費支給判定

Ｑ＆Ａ提供機能、E-learning研修機能の主要３機能

に対して高度化を実施する。 

実証実験では、市区町村及び更生相談所の業務担

当者に高度化したシステムプロトタイプの主要３機

能について実際に操作してもらい、その後、アンケ

ート及びヒアリングを実施し、システムプロトタイ

プの機能及び効果の評価や将来の次期データベース

システムの導入を含む実用化に向けて検討が必要な

問題点及び課題について整理を実施する。 

補装具の構成例の検討では、障害内容や職場・生

活環境等から選択される傾向の高い補装具の型式や



 

完成品用部品等の組合せである補装具の構成例につ

いて、補装具の構成例を作成するために必要な情報

源を定義し、情報源から義手及び義足の構成例を作

成する。 

 

Ｃ．研究結果 

データベース構築を行うにあたり、資料収集調査

の実施、収集した情報の利活用ニーズ、データ分析

の内容や方法、データベースシステムの将来構想等

について、専門的立場から評価検討することを目的

として検討委員会を設置した。メンバーは以下の通

りである。 

検討委員会の組織 

委嘱委員 所属等 

伊藤 利之 社会福祉法人 横浜市リハビリテーション 

事業団 顧問 

小川 雄司 埼玉県総合リハビリテーションセンター主任 

樫本 修  宮城県リハビリテーション支援センター所長 

幸野 秀志 兵庫県立リハビリテーション中央病院 

整形外科部長 

高岡 徹  社会福祉法人 横浜市リハビリテーション 
事業団 
横浜市総合リハビリテーションセンター 
副センター長兼医療部長 

武田 輝也 宮城県リハビリテーション支援センター技師 

陳 隆明 兵庫県立リハビリテーション中央病院 参事 
福祉のまちづくり研究所長、ロボットリハビリ
テーションセンター長、診療部リハビリテ
ーション科部長 

（五十音順） 
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

加藤 誠志 
国立障害者リハビリテーションセンター 

研究所 所長（平成 26） 顧問（平成 27-28） 

井上 剛伸 同 福祉機器開発部長 

石渡 利奈 
同 福祉機器開発部 第一福祉機器試験評

価室長 

筒井 澄栄 同 障害福祉研究部 心理実験研究室長 

 

Ｃ-1．平成 26 年度調査研究 

1.資料収集調査 

全国８か所の総合リハビリテーションセンターに

併設されて障害者更生相談所（宮城県、埼玉県、長

野県、兵庫県、仙台市、川崎市、横浜市および広島

市）の協力を得て、義手、義足、車椅子、電動車椅

子および座位保持装置の５種類の補装具について、

平成24年4月以降に支給決定がなされた補装具費支

給申請に係る各種帳票を収集した。各補装具につき

直近のものから 20件を選定し、結果として 799件の

客体についての帳票等を収集した（図表 1）。 

収集情報をデータファイル化するとともに、処方

箋と判定書については、各更生相談所の記載項目を

統合し、帳票の標準化に資するための集計・分析を

行った。 

図表 1 申請書内訳 

 
申請補装具 

修理 

申請補装具 

義手 143 12 

義足 153 38 

座位保持装置 138 14 

電動車椅子 148 11 

車椅子 155 15 

装具 8 
 

その他 4 
 

計 749 90 

 

2.データベース構築の試行 

今後標準化する各種帳票等に対するデータベース

を構築する第一段階として、厚生労働省の補装具費

支給事務取扱指針に付属する別添様式に基づいてデ

ータベース構築の試行を行った。 

補装具費支給申請に係る各種帳票のデータモデリ

ングを行い、論理データベース設計を行った。その

後、論理データベース設計で作成したデータベース

論理設計図（図表２）に基づき物理データベースの

設計を行い、データベース物理設計定義書を作成し

た。そして、作成した論理データベース設計をDBMS(デ

ータを管理するソフトウェア)にインプリメント(実

装)した。 

図表 2 論理設計図 

 



 

3.補装具支給申請に係る帳票の標準化 

補装具費支給申請に関連する各種帳票は、厚生労

働省社会・援護局の「補装具費支給事務取扱指針」

にて、別添様式が提示されている。現在、各市区町

及び更生相談所にて取り扱っている各種帳票の様式

は、上記別添様式がベースとなっているものの、各

自カスタマイズされた帳票様式となっている。 

今後、データベースシステムを構築して各種帳票

データを電子データとして管理し、各市区町村及び

更生相談所が利活用することを鑑みると、各種帳票

の項目を網羅した統一的な帳票（以後、標準化した

帳票とする）を作成する必要がある。 

今回収集した帳票を構成する項目を網羅する、標

準化した帳票を作成した。 

 

4.データ操作インターフェースの試作作成 

各市町村及び更生相談所では、各種帳票や完成品

用部品等関連情報は、基本的に紙媒体で扱っており、

各種帳票への記入内容の情報が専門的かつ多岐に渡

るために記入に時間がかかる。さらに各種帳票への

記入時に完成品用部品等関連情報を参照する場合、

該当する情報を取得するのに手間がかかる。 

各市町村及び更生相談所等の担当者の入力作業及

び必要な情報を取得する作業を軽減するために、各

種帳票を簡易に入力できるインターフェースを作成

した。 

 

Ｃ-2．平成 27 年度調査研究 

1.システムプロトタイプの構築 

将来のデータベースシステムのベースシステムと

して、市区町村及び更生相談所で行われる補装具費

支給業務を支援する、補装具費支給情報管理機能、

補装具費支給判定Ｑ＆Ａ提供機能、E-learning研修

機能の３機能を備えたシステムプロトタイプ（図表

3）の構築を行った。 

補装具費支給情報管理機能は、情報の共有化を目

的とし、情報の入力、編集、閲覧、出力、加工する

機能である。具体的には、申請受付業務で作成する

判定依頼調書、判定依頼書、判定業務で作成する義

手処方箋、義足処方箋、車椅子処方箋、電動車椅子

処方箋、座位保持処方箋を対象とし、対象となる帳

票にシステム上で入力、編集、閲覧、出力、検索で

きる機能を実装した。将来的には蓄積された情報で

福祉行政報告例など統計情報を作成すること（プロ

トタイプでは、統計情報作成の作成イメージを実装）

も想定して設計を行った。 

 

図表 3 システムプロトタイプの全体イメージ 

 

 

補装具費支給判定 Q&A提供機能は、専門的知識を

補足することを目的とし、補装具費支給業務に関連

する情報を提供する機能である。具体的には、厚生

労働省ＨＰや公益財団法人テクノエイド協会ＨＰな

ど補装具費支給関連の情報のリンク先や資料を表示

する機能を実装した。 

E-learning研修機能は、専門的知識の強化を目的

とし、E-learningによる補装具費支給業務内容の研

修機能である。具体的には、都道府県が主催する研

修（本システムプロトタイプでは、埼玉県総合リハ

ビリテーションセンターが行っている身体障害者福

祉担当新任研修及び職員研修を使用）を WEB上で受

講する E-learningによる研修のイメージ（本システ

ムプロトタイプでは、資料及び動画の一部を提供）

を実装した。 

 

 



 

2.実証実験 

将来のデータベースシステムを想定し、構築した

システムプロトタイプのユーザビリティや実用化に

向けた課題抽出を目的として、実証実験を行った。 

実証実験モデル地域として埼玉県の市区町村（上

尾市、川口市、越谷市）及び更生相談所（埼玉県総

合リハビリテーションセンター）に協力を依頼し、

実証実験モデル地域の補装具費支給業務担当者に構

築したシステムプロトタイプの３機能について実際

に操作してもらった。具体的には、補装具費支給情

報管理機能では実証実験モデル地域の実データを用

いて入力、編集、閲覧、検索の操作、補装具費支給

判定Ｑ＆Ａ提供では提供する情報の収集操作、

E-learning研修機能では提供する研修の確認操作を

実施した。その後、ヒアリングを実施し、システム

プロトタイプの評価及び実用化に向けて検討が必要

な課題について整理を行った（図表４）。 

 

図表 4 アンケート結果例 

利用イメージ 

更生相談所 

・ 医師が処方箋を作成する場面を目的とすれば役立

つと思う。 

・ 市町村との情報共有により、市町村決定の状況を

知ることができる 

・ 他県の判定キロクを参照できる（りれきを） 

・ 検索で過去の処方箋が見られる。 

・ 処方箋で作ったデータで集計できるのは便利。 

・ アップロード機能は便利。 

・ 特例補装具の情報入力、検索機能を充実させてほ

しい。 

市区町村 

・ 更生相談所と連動でき、スピーディに話がすすめ

ばよい。 

・ 判定に関する情報がデータベース化され、他市町

村在住時の情報も確認できれば円滑なケースワー

クにつながるのではと考えるため。 

・ 判定依頼の内容、判定情報の管理。 

・ 判定書情報から支給情報まで一括で管理できると

よい。 

・ 事務量の軽減につながる。 

 

3.補装具の標準的構成の検討 

障害内容、生活環境、職場環境、活動度など種々

の情報を元に、経験に裏付けられた専門的な知識を

持つ医師が選択する補装具の型式及び使用部品の組

み合わせである補装具の標準的な構成（以下、「補

装具の標準的構成」）を作成・運用することによっ

て、専門的な知識が不足している医師が「補装具の

標準的構成」を参考にして申請者に適した処方箋を

作成することができるようになり、申請者にとって

は不適切な補装具が提供されることも減り、副次的

には、過剰な機能が付いた高額な補装具提供も減る

ことも考えられ、市区町村にとっては支給額の適正

化にもつながることが想定されるため、「補装具の

標準的構成」を作成するために必要となる基礎情報

及び「補装具の標準的構成」の提示内容について検

討を行った。 

 

4.運用フローの試行 

将来のデータベースシステムは、クラウドネット

ワーク基盤上にデータベースシステムを構築し、申

請者、市区町村、更生相談所、都道府県、国立障害

者リハビリテーションセンター、厚生労働省など各

参加者が、ネットワークを通じて、データベースシ

ステムを利活用できるようになることが想定される。

本システムプロトタイプを実際にクラウドネットワ

ーク基盤上に移行することによって、運用フローの

構築を行った。また、構築した運用フローにおいて、

ネットワークを通して本システムプロトタイプの動

作確認を行うことによって、運用フローの試行を行

った。 

 

Ｃ-3．平成 28 年度調査研究 

1.システムプロトタイプの高度化 

将来の次期データベースシステムのモデル的な構

築のため、昨年度事業で構築した市区町村及び更生

相談所で行われる補装具費支給業務を支援するシス

テムプロトタイプの備える、補装具費支給情報管理

機能、補装具費支給判定Ｑ＆Ａ提供機能、E-learning

研修機能の各機能に対して高度化を実施した。 

補装具費支給情報管理機能の高度化では、昨年度

実装した情報の共有化を目的とした情報の入力、検

索、閲覧、編集、出力、加工する機能に対して、処

方箋作成支援機能（処方箋作成時、処方箋の入力項

目の内容に応じた入力インターフェースをシステム



 

プロトタイプから提示し、該当する情報を入力又は

選択することによって処方箋の内容が埋められるこ

とにより、処方箋の作成を支援する機能）及び統計

処理機能（補装具費支給業務で発生する処方箋等の

各種帳票情報について、各種帳票情報の値を隣接す

る市区町村でグラフや地図による色分けにより比較

表示する機能）のイメージ、そして、帳票情報ファ

イル入出力機能（補装具費支給業務で発生する処方

箋等の各種帳票情報の入出力について、各種帳票情

報の定型フォーマットに従ったファイルを用いてシ

ステムプロトタイプのデータベースへのデータアッ

プロードや集計等で利用できるファイル形式でダウ

ンロードする機能）を実装した。 

補装具費支給判定 Q&A 提供機能の高度化では、昨

年度実装した専門的知識を補足することを目的とし、

補装具費支給業務を遂行する上で参考にする情報を

網羅的に提供する機能に対して、補装具費支給判定

Q&A 提供機能で提示されている情報を指定のキーワ

ードで検索し、検索結果を表示する提供情報検索機

能のイメージを実装した。 

E-learning研修機能の高度化では、専門的知識の

強化を目的とし、E-learningによる補装具費支給業

務内容の研修機能に対して、システムプロトタイプ

上で補装具費支給申請業務に関連するテーマについ

て用意されている動画及び資料で学習し、テストを

実施し、テスト結果を表示する機能のイメージを実

装した。 

 

2.実証実験 

市区町村及び更生相談所の担当者が、補装具費支

給業務の申請手続きや補装具の判定・適合等を適正

かつ効率的に遂行するための仕組みや課題を抽出し、

将来想定される次期データベースシステムの在り方

を提示することを目的として、実証実験を実施した。 

実証実験モデル地域として、市区町村は上尾市（埼

玉県）、川口市（埼玉県）、越谷市（埼玉県）、杉

戸町（埼玉県）、更生相談所は、宮城県リハビリテ

ーションセンター（宮城県）、仙台市障害者総合支

援センター（宮城県）、埼玉県総合リハビリテーシ

ョンセンター（埼玉県）、横浜市障害者更生相談所

（神奈川県）、兵庫県立身体障害者更生相談所（兵

庫県）、広島市身体障害者更生相談所（広島県）に

協力を依頼し、実証実験モデル地域の補装具費支給

業務担当者に高度化したシステムプロトタイプの主

要３機能について操作を行っていただいた。 

①補装具費支給情報管理機能では、実証実験モデル

地域の実データを用いて、新規作成、検索、閲覧、

編集、統計資料作成、集計・比較、出力、アップロ

ードの操作、②補装具費支給判定Ｑ＆&Ａ提供機能で

は、提供する情報収集や提供情報検索の操作、③

E-learning 研修機能では、提供する研修動画閲覧、

研修テスト実施、参考資料閲覧の操作を実施した（機

能イメージの操作を含む）。操作体験後にアンケー

ト及びヒアリングを実施し、システムプロトタイプ

の機能及び効果の評価やシステムプロトタイプをベ

ースとした次期データベースシステムに関する問題

点・課題等について整理を行った。 

 

図表 5 システムの導入意向と留意点 

導入目的 

・ 更生相談所としては判定事例が積み上げられるの

であれば取り入れたい面もある。（更） 

・ 費用対効果（業務効率）が肝心ではないか。（更） 

・ 内容次第である。既存データがあるため、それが

見られる程度であれば不要。（市） 

・ 更生相談所と連動していて、状況確認ができるの

であれば価値がある。 

・ 予算を考慮せずに業務のみで考えれば導入したい。

（市） 

・ 事務作業量が削減されるためよい。（市） 

必要な機能 

・ 更生相談所で使うのであれば、進捗管理機能が必

要。（更） 

・ 申請件数の動向を見られるのはよい。（更） 

・ 転入等で過去の経緯が分からなくなることもある

ので、これを追跡できればできた方が良い。（市） 

・ 判定依頼調書、判定依頼書の作成と判定書の登録

まで、一元管理できるとよい。（市） 

・ 既存システムとの連動 ・既存のシステムがか

なりの情報を集約、連動しているため、これらと

の連動がどうなるかによる。（更） 

業務の範囲 

・ 福祉事務所に設置するのであれば、補装具のみの

取り扱いでは使えない。（更） 

過去情報の扱い 

・ 過去の履歴を見ながら判定を行っている現状もあ

るため、過去のものをどう扱うかといったことを

ケアする必要がある。（更） 



 

図表 6 DB システムの実現方式 

現行型  

・ 既存のシステムと連動できるのであればよい。（更） 

・ 現行のシステムに今回のシステムのような機能が

追加されるとよい。（更） 

・ 現在あるシステム（福祉情報システム）に連動で

きるのであれば、現行型がよい。（更） 

・ 現状は現行型であるため、その延長になるのでは

ないか。（市） 

・ 独自運用で行うのは不安がある。また、財政難で

もあるため、周辺地域が同じように使用するので

あれば導入がしやすい。（市） 

・ 各更生相談所が独自で運用してしまっては意味が

薄れてしまう。（更） 

共同利用型  

・ E-learning 研修機能は共同利用型でもよいと思

う。（更） 

・ E-leaning 研修機能や情報提供機能は共同利用型

でよいのでは。（更） 

・ 個人情報であることを考えると、共同利用型には

抵抗がある。（更） 

・ 情報を集めることを目的とするのであれば、共同

利用型である必要がある。（更） 

・ 個人的には共同利用型に興味があるが、市役所は

想定のない新しいことをやろうとする組織ではな

い。（市） 

・ 標準ソフト配布による独自運用方式または共同運

用方式かとは思う。ただし、すぐに実運用という

ことであれば共同利用型だが、そこまでいかない

のであれば標準ソフト配布が現実路線だろうと思

う。（市） 

・ 共同運用方式の場合は個人情報も含め、いろいろ

ケアしなければならないことがあるだろう。（市） 

・ Q&A 提供機能の運用なども考えると、リスク管理

が出来るのであれば、共同利用型が望ましい。（市） 

・ 他市での支給情報は共同利用型でなければ参照で

きない。（市） 

業務の範囲  

・ 障害福祉サービスのすべてが一つのシステムにな

るのであれば、国が関わってもよいが、補装具の

みであれば国が関わることには疑問。（更） 
 

※現行型（独自運用方式）： 

システムを各市区町村や更生相談所が個別に運用する方式 

※標準ソフト配布型（独自運用方式）： 

全国共通の標準ソフトを各市区町村や更生相談所に配布し、各市区

町村や更生相談所が個別に運用する方式 

※共同利用型（共同運用方式） 

全国共通の標準システムを構築・運用し、全国一拠点センター、地域

ブロック単位あるいは都道府県単位で運用する方式 

 

１）データベースシステムの導入意向 

データベースシステムの導入意向について、「か

なり導入してみたい」と「やや導入してみたい」の

割合の合計は、更生相談所では 67%、市区町村では

75%であり、更生相談所及び市区町村の次期データベ

ースシステムの導入意欲は概ね高いと想定される。 

明確な導入目的、必要な機能、既存システムとの

連動に対する懸念、補装具のみでなく総合支援法ま

で視野に入れた業務の範囲、過去情報の扱いについ

て、より詳細に検討する必要がある。 

 

２）次期データベースシステムの実現方式 

次期データベースシステムの実現方式について、

「共同利用型（共同運用方式）」の割合が、更生相

談所では 67%、市区町村では 75%と最も多く、次期デ

ータベースシステムの実現方式として「共同利用型

（共同運用方式）」が適切であると想定される。 

共同利用型については、必要な機能、個人情報の扱

いについて、より詳細に検討する必要がある（図表６）。 

 

３）データベースシステムに必要な機能 

データベースシステムで必要であると想定される機能

について、「新規作成」、「検索機能」、「閲覧機能」、「編

集機能」、「統計資料作成機能」、「出力機能」、「アップ

ロード機能」、「情報提供機能」、「研修機能」、「見積チ

ェック機能」、「業務進捗管理機能」、「履歴情報提示機

能」は更生相談所及び市区町村が双方あるいはどちら

かが 50%以上絶対に必要であると回答しており、次期デ

ータベースシステムで必要な機能であると想定される

（図表 7）。 

 

４）データベースシステムの導入で問題点・課題 

「業務の範囲」「帳票様式の標準化」「データ移

行」「他システムとの連携」「情報システムインフ

ラの再整備」「情報セキュリティに係る法的留意点」

「関係機関、部署間等の調整」については、更生相

談所及び市区町村の回答が多く、データベースシス

テムの導入で問題点・課題になると想定される。 

特に、個人情報を市区町村外で管理する場合、セ

キュリティポリシーや個人情報保護条例等に反して

いないかの確認が必要であるなど、情報セキュリテ

ィに係る法的留意点が最も大きな課題となると想定

される。 



 

図表 7 データベースシステムに必要な機能 

新規作成/検索/閲覧/編集機能 

・ 処方箋を全国統一の様式としなければならないと思

われる。（更） 

・ 処方箋と判定書が連動するような仕組みがあるとよ

い。（更） 

・ 市区町村とのデータのやり取りは紙ベースで行って

いるため、これがシステムで行えると有益である。

（更） 

統計資料作成機能  

・ 更生相談所として役に立つ統計を出すのであれば、

個人の情報が必要。（更） 

・ 統計資料作成機能、集計比較機能は特例補装具を扱

えることが必要。（更） 

・ 統計資料は議会や予算申請でも使用するため必ず必

要になるものであり、あるとよい。（市） 

集計比較機能  

・ 集計比較機能はあまり必要性を感じない。（更） 

出力機能・アップロード機能  

・ 特になし  

情報提供機能  

・ 情報提供機能や研修機能は、業務の引き継ぎを行

う際に活用できるためよい。（市） 

研修機能  

・ 研修機能や情報提供機能は全国統一でやってもら

いたい。（更） 

・ 研修機能があれば、現在行っている研修を実施し

なくてもよくなりそうである。（更） 

見積りチェック機能  

・ 見積チェック機能は、義足などは複雑すぎて難しい

かもしれないが、車いす等ならありえるかもしれな

い。いずれにしても、コアは共通だが、特例などの

部分で更生相談所依存な部分があり、難しそうに思

う。（更） 

・ 見積書のチェックをするためには、処方箋を厳密に

入力する必要があるため難しいのではないか。 

・ 見積りチェック機能があれば便利であるが、処方箋

や見積書の統一が必要となり、実現は困難ではない

か。（更） 

・ 見積りチェック機能は見積書を読み込んでチェック

できるのであれば、基準表も毎年変わるためありが

たい。システムと人とでダブルチェックできる意味

もある。（市） 

標準的構成提示機能  

・ 特になし 

業務進捗管理機能  

・ 業務進捗管理機能は、現在は電子カルテのシステ

ムで間に合っているが、これがないとすると必要

である。（更） 

・ 市役所から更生相談所への依頼の結果や進捗状況

が速やかに返ってくるようになることが一番望ま

しい。（市） 

履歴情報提示機能  

・ 特になし 

その他  

・ いずれも重要な機能である。（更） 

図表 8 システムの導入で問題点・課題 

業務の範囲  

・ 判定書等、市区町村と連動してこのシステム 1

つで完結すれば、補装具の支給業務の進捗が早

くなり、多くのメリットがある。（更） 

・ システム運用業務の見直し 

・ 運用時間は 9-17時に限定されてしまっては困

る。メンテナンス時間が生じることは仕方ない

が、24時間稼働していてほしい。（更） 

帳票様式の標準化  

・ 様式の標準化はよいと思うが、規模が大きくな

ればなるほど、調整が困難になるのではないか。

（更） 

・ 帳票様式の標準化は、やると決めたらやるしか

ないと思う。使う側が慣れるしかない。（更） 

・ 様式の統一にあたっては、考え方も統一してい

ただきたい。（現実的に可能かは置いておいて）

相談所側の統一見解として。（市） 

データ移行  

・ データ移行に係る費用ならびに事務量が懸念で

ある。全体の流れ・サポートがないと単独では

難しい。（更） 

・ データの移行として、過去の分をどうするかは

課題である。入力して移行するのか、参照する

のみにとどめるのか。（更） 

・ 全国的なクラウド方式は難しいと思っているが、

クラウド方式を前提とするのであれば、様々な

様式のデータを移行するのは困難ではないか。

（更） 

他システムとの連携  

・ 判定依頼、判定通知、決定通知は現行システム

で行っている。また、判定書や処方箋について

は仙台市独自で開発したAccessで行っており、

効率化できたと感じている。これを本システム

に移行するためには費用がかかりそうである。

（更） 

・ 他システムとの連携、インフラの再整備は全国

共有化すればありえるかもしれない。（市） 

・ 外部接続ネットワークに接続すると、共同利用

型として運用したり、厚生労働省などの外部サ

イトに接続したりできるが、住基情報（個人情

報）との連携が不可となる。 

情報システムインフラの再整備  

・ 機材をどこに置くか、コストは誰が払うのかと

いった課題がある。（更） 

・ 対象機材は専用機器とすべきなのか、共用して

よいのか。（更） 

情報セキュリティに係る法的留意点  

・ 個人情報は、あらかじめ同意をとればクリアで

きる。障害を適切に理解してもらうためのデー

タにするなら OK、という声は多い。情報漏え

いに対するガード方法は練る必要があるが、同

意をとるところは厳密にしすぎないことが必要



 

だろう。（更） 

・ 気になるのは個人情報のセキュリティについて

である。万が一情報漏えいしたらと考えると慎

重にならざるを得ない。（更） 

・ 障害についての個人情報は、ある意味、医療情

報よりもナーバスである。施設内に閉じたシス

テムであれば多少安心だが、外部ネットワーク

に接続するとなると十分な対策が必要。（更） 

・ 誰の責任で、どういう情報を出すのかという整

理が重要だと思う。（市） 

・ 共有化されることになれば情報セキュリティは

必ずついて回る問題である。（市） 

関係機関、部署間等の調整  

・ 費用が発生する場合、自部署のみでは判断がで

きないことが懸念される。国が支給してくれる

とよい。（市） 

・ 役場として情報を公開する場合は担当部署に申

請して協議する必要がある。（市） 

その他  

・ 医師が処方箋を作る視点で作られているため、

医師にとっては役立つかもしれないが、更生相

談所としては、使う目的がはっきりしない。単

に入力するだけであれば大変であり、負担にな

る。（更） 

・ 介護保険・生命保険との連携も考えられる。ま

た、労災との連携もありえるだろう。判定の中

身自体は同じ枠組みであるはずなので、連携で

きれば費用を積み立てやすいのではないか。（更） 

・ 治療用補装具とも連携できると良いだろう。治

療用補装具を作られた後で厚生用補装具を、と

いう順で来所される。治療用の経緯が現在は見

えていないため、ここが見えるようになると、

履歴が追えてより良い。（更） 

・ ・システムの内容が高度になってくると使わな

い可能性もある。（市） 

 

3.補装具の構成例の検討 

補装具費支給申請時における補装具の処方内容は、

各医師の経験に裏付けられた知識に依存する傾向や、

各医師の知識に基づく経験の差が、申請者に支給す

る補装具構成に影響するとされ、その結果として、

過剰な機能の付いた補装具、必要以上に高額な部品

が使われた補装具などが処方され、結果的に申請者

にとって日常生活では使いづらいものになっている

との指摘も少なくない。これらを解決するために、

補装具の構成例を作成するために必要となる情報源

を定義し、情報源から型式の組合せを中心とした義

手及び義足の構成例のマトリックス表（図表 9、図

表 10）を作成した。 

 

図表 9 組合せマトリクスによる義足の構成例

 

 
 

図表 10 組合せマトリクスによる義手の構成例

 
 

 



 

Ｄ．考察  

補装具費支給制度は、わが国の福祉機器の給付制

度の根幹をなす制度として運用されているものの、

①申請から給付までの事務手続きの煩雑さもあり時

間がかかる、②数年サイクルで行われる部署移動に

伴う自治体の担当者における福祉機器に関する専門

知識不足の問題、③判定にかかわる専門家らの知識・

経験が不足している、新規補装具に関する興味の欠

如、補装具給付に関する情報共有が出来にくいなど

県単位で設置されている更生相談所の判定における

地域のよる格差の問題等が指摘されている。 

補装具費支給情報データベースは、これらの課題

を解決策として、申請者、市区町村、更生相談所、

都道府県、国立障害者リハビリテーションセンター、

厚生労働省等の参加者がオンライン上で統一された

申請書類の各種帳票フォーマットに基づいたデータ

の入力・出力、編集、閲覧、各種帳票の検索、一元

化された情報を有効に利・活用ができる、補装具費

支給業務を支援・管理するデータベースシステムを

クラウドネットワーク基盤上での展開を想定し、開

発を開始した。 

 

 

１）データフォーマット統一とデータ操作インターフェース

の試作 

補装具費支給申請に関連する各種帳票は、厚生労

働省社会・援護局の「補装具費支給事務取扱指針」

において別添様式が提示されている。現在、各市区

町及び更生相談所にて取り扱っている各種帳票の様

式は、前記別添様式が基本となっているものの、各

自治体でカスタマイズされた帳票様式となっている。

データベースシステム構築において各種帳票データ

を電子データとして管理し、各市区町村及び更生相

談所が利活用することを鑑みると、各種帳票の項目

を網羅した統一的な帳票（以後、標準化した帳票と

する）を作成する必要があり、協力機関から収集し

た帳票を構成する項目を網羅する、標準化した帳票

を作成した。データベースシステムの運用により、

項目の追加や冗長であると考えられる項目の削除、

帳票の標準化候補から必要な項目の絞り込みによる、

よりシンプルな帳票への変更も可能となる。 

各自治体および更生相談所では、各種帳票や完成

品用部品等関連情報は、基本的に紙媒体で扱ってお

り、各種帳票への記入内容の情報が専門的かつ多岐

に亘るために記入に時間がかかる。さらに、各種帳

票への記入時に完成品用部品等関連情報を参照する

場合、該当する情報を取得するのに手間がかかるた

め、各自治体および更生相談所等の担当者の入力作

業および必要な情報を取得する作業を軽減するため

に、各種帳票を簡易に入力できるインターフェース

を作成した。入力インターフェースが統一されるこ

とにより各自治体でカスタマイズされた帳票内容が、

データベースシステムでは統合・一元化が可能とな

り、年次・月例報告書など各種統計資料の作成、入

力補助支援や事例の検索など利活用が容易に行うこ

とができると考えられ、各自治体や更生相談所の事

務負担軽減等につながると考えられる。 

 

２）専門的知識の補完と研修機能 

補装具費支給手続き時における補装具の処方内容

は、各医師の経験に裏付けられた専門的な知識に依

存する傾向があり、各医師の専門的な知識に基づく

経験の差が、申請者に支給する補装具構成に影響す

る。その結果、申請者にとって日常生活で使いづら

い補装具や過剰な機能が付いた高額な補装具など不

適切な補装具が提供されるケースも一部散見される

ことから、障害症例内容や生活環境等から選択され

る傾向のある補装具の型式及び使用部品の組み合わ

せである補装具の標準的な構成について、標準的な

構成を作成するために必要な基礎情報や標準的な構

成を提示する内容などの検討を行い、データベース

システムの処方箋の入力時のプルダウンによる提示



 

機能を追加した。障害内容、生活環境、職場環境、

活動度など種々の情報をもとに、経験に裏付けられ

た専門的な知識を持つ医師をはじめとする専門家が

選択する補装具の型式及び使用部品の組み合わせで

ある補装具の標準的な構成（以下、「補装具の標準

的構成」）を作成・運用することによって、専門的

な知識が不足している医師が「補装具の標準的構成」

を参考にして申請者に適した処方箋を作成すること

ができるようになり、申請者にとっては不適切な補

装具が提供されることも減り、副次的には、過剰な

機能が付いた高額な補装具提供も減ることにより、

市区町村にとっては支給額の適正化にもつながるこ

とが想定される。 

自治体の新任担当者等の知識不足の解消を図るた

め E-learning研修機能として、「身体障害者福祉担

当新任研修」「身体障害者福祉担当職員研修」を動

画と資料を閲覧機能と知識の定着度を確認するため

のテスト問題を装備するとともに、補装具費支給業

務を遂行するうえで参考となる「補装具や日常生活

用具など福祉用具の支給制度に関する情報」「補装

具費支給事務全般に関する情報」「完成品部品及び

補装具製作業者に関する情報」「特定補装具及び判

定が困難である事例に関する情報」を網羅的に提供

する機能を装備した。データベース運用後は蓄積デ

ータを集約・分析した結果をもとにコンテンツ内容

の更新、実技講習会等の企画・開催を行い最新情報

の発信を行い、補装具申請に係る職員の質の向上に

つながることが想定される。 

 

３）実用化に向けた課題について 

実用化に向けた課題として、個人情報を市区町村

外で管理する場合、セキュリティポリシーや個人情

報保護条例等に反していないかの確認が必要である

など、情報セキュリティに係る法的留意点が最も大

きな課題となると想定される。また調査結果から、

「業務の範囲」、「帳票様式の標準化」、「データ

移行」、「既存システムとの連携」、「情報システ

ムインフラの再整備」、「情報セキュリティに係る

法的留意点」、「関係機関、部署間等の調整」など

がデータベースシステム導入および運用上の問題

点・課題になると想定されるため、関係機関との調

整が必要となる。 

 

Ｅ．結論 

今後の展開としては、本事業で得られたアウトプ

ットをベースとし、データベースシステムへの給付

項目の追加や既存システムとの連携プログラムの開

発を検討し、並行して、データベースシステムを実

際に更生相談所や自治体に試行導入してもらい、デ

ータベースシステムへの参加協力施設の拡大を図る。

また、データベースシステムへの参加協力施設の拡

大に伴い、データベースシステムへ蓄積されるデー

タ量も増え、補装具給付状況の様々な分析が可能に

なるため、その分析結果の公開用 Websiteの作成や

公開情報ルールの整理の検討も必要になると想定さ

れる。 
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